
中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱 

 

 

（ 通則）  

第１ 条 中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金（ 以下「 補助金」 と いう 。） は、 米国関

税措置の影響を受けている 又は受ける 見込みのある  県内中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤーの展示会

出展に関する 経費に対し て予算の範囲内で交付する も のと し 、 愛知県補助金等交付規則（ 昭和 55

年愛知県規則第８ 号。 以下「 規則」 と いう 。） 及びその他法令の定めによ る ほか、 こ の要綱に定め

る と こ ろによ る 。  

 

（ 定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる 用語の定義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ に

よ る 。  

（ １ ）「 経費の配分」 と は、 規則第５ 条第１ 号に規定する 経費の配分をいう 。  

（ ２ ）「 補助事業者」 と は、 補助金の交付を受けよ う と する 者又は補助金の交付を受けた者をいう 。 

 

（ 補助金の交付対象事業）  

第３ 条 補助金の交付対象と する 事業（ 以下「 補助事業」 と いう 。） は、 次に掲げる 各号のすべてに

該当する 展示会（ 以下「 対象展示会」 と いう 。） へ出展する も のと する 。  

（ １ ） 事業者と の商談を開催趣旨と する 展示会 

（ ２ ） 会期が補助金を申請し よ う と する 年度の 6 月 1 日から ２ 月末日ま での間にある 展示会 

（ ３ ）東京国際展示場（ 東京ビ ッ グサイ ト ）、日本コ ンベンショ ンセンタ ー国際展示場（ 幕張メ ッ セ）、

大阪国際見本市会場（ イ ンテッ ク ス 大阪）、 愛知県国際展示場（ Aichi Sky Expo）、 名古屋市国際展

示場（ ポート メ ッ セなごや） のいずれかにおいて開催さ れる 展示会 

２  補助事業が複数ある 場合であっても 、 交付の対象と なる のは、 一回の出展に限る 。  

 

（ 補助対象経費）  

第４ 条 補助の対象と する 経費（ 以下「 補助対象経費」 と いう 。） は、 前条の補助事業を実施する た

めに直接必要な経費と し 、 その範囲は別表１ のと おり と する 。 ただし 、 消費税及び地方消費税相

当額は補助の対象と し ない。  

２  同一年度内に国（ 独立行政法人を含む。） 又は地方自治体の他の補助金等の交付を受けた経費及

び交付を 受ける 予定の経費については、 その補助金等の額を控除し た額を本補助金の補助対象経

費と する 。  

３  補助対象経費に含ま れる 製品やサービ ス の調達が、 財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関

する 規則（ 昭和 38 年大蔵省令第 59 号） 第８ 条第８ 項に規定する 関係会社から である も のは、 利

益など を排除し て交付申請をする こ と 。  

 

（ 補助金の交付対象者及び補助額の算出方法）  

第５ 条 補助金の交付対象者、 補助率及び補助上限額は、 別表２ のと おり と する 。  

２  補助額は、 補助対象経費の額に補助率を乗じ て得た額と 補助上限額を比較し て、 いずれか少な

い方の額を交付する 。  

３  前項の規定によ り 算出し た補助金の額に千円未満の端数がある と き は、 その端数金額を切り 捨

てる も のと する 。  

 

（ 暴力団排除に関する 誓約）  

第６ 条 補助事業者は、 愛知県暴力団排除条例（ 平成 22 年 10 月 15 日愛知県条例第 34 号） に規定



する 暴力団員又は暴力団若し く は暴力団と 密接な関係を有する 者ではないこ と を様式第１ の補助

金交付申請書の提出をも って誓約し たも のと する 。  

 

（ 補助金の交付申請）  

第７ 条 規則第３ 条の規定によ り 補助金の交付の申請をし よ う と する 補助事業者は、 知事に対し 、

様式第１ の補助金交付申請書を別に定める 期日ま でに提出し なければなら ない。  

２  補助事業者は、 事業目的達成のために交付決定前に事業を実施する 必要がある 場合には、 様式

第２ の事業事前着手届出書を様式第１ の補助金交付申請書に添えて知事に提出し なければなら な

い。ただし 、こ の届出の受理は、補助事業と し て補助金を交付決定する こ と を保証する も のではな

い。  

 

（ 補助金の交付決定）  

第８ 条 知事は、 前条第１ 項の規定によ る 申請書の提出があった場合には、 当該申請書の内容を 審

査し 、補助金を交付すべき も のと 認めたと き は、交付決定を行い、様式第３ の補助金交付決定通知

書によ り 補助事業者に通知する も のと する 。  

２  知事は、 前項の通知に際し て必要な条件を付する こ と ができ る 。  

３  知事は、 交付決定日よ り も 前に発生し た経費についても 、 前条第２ 項によ り 様式第２ の事業事

前着手届出書の提出があっ た場合は、 交付の対象と する こ と ができ る 。 遡及でき る のは、 原則と

し て、 補助事業において出展する 対象展示会の開催の１ 年前ま でと する が、 展示会への出展に係

る 主催者への申込や支払については、 こ の限り ではない。  

４  知事が交付する 補助金は、 第１ 項の交付決定額を超える こ と ができ ない。  

 

（ 申請の取り 下げができ る 期間）  

第９ 条 前条の交付決定の内容又はこ れに付さ れた条件に不服がある と き における 規則第７ 条の規

定によ る 申請の取り 下げをし よ う と する と き は、 当該通知を受けた日から 起算し て 10 日以内に、

様式第４ の交付申請取下げ届出書を知事に提出し なければなら ない。  

２  前項の規定によ る 申請の取り 下げがあっ たと き は、 当該申請に係る 補助金等の交付決定は、 な

かったも のと みなす。  

 

（ 補助金の交付決定を受けた事業の変更、 中止又は廃止の承認）  

第 10 条 補助事業者は、 次の各号に掲げる 場合には、 速やかに様式第５ によ る 承認申請書を知事に

提出し 、 その承認を受けなければなら ない。  

（ １ ） 補助事業の内容を著し く 変更し よ う と する 場合 

（ ２ ） 展示会の延期等によ り 補助事業の遂行が困難と なり 、 補助事業を中止又は廃止する 場合 

（ ３ ） その他の理由によ り 、 補助事業を中止又は廃止する 場合 

２  前項の承認には条件を付し 、 又は交付決定の内容を変更する こ と ができ る 。  

 

（ 状況報告等）  

第 11 条 知事は、 補助事業者に対し 、 補助事業に関し 必要な指示をし 、 報告を求め、 又は検査する

こ と ができ る 。ま た、 補助事業者は、 補助事業の遂行状況について、 知事の要求があったと き は速

やかに様式第６ の補助金状況報告書を知事に提出し なければなら ない。  

 

（ 実績報告）  

第 12 条 補助事業者は規則第 13 条に定める 補助事業の実績について、 補助事業が完了し た日から

起算し て 30 日を経過し た日又は補助金の交付決定を受けた年度の３ 月末日のいずれか早い日ま

でに様式第７ の実績報告書を知事に提出し なければなら ない。  



２  補助事業者は、 前項の実績報告書を やむを得ない理由によ り 提出でき ない場合は、 知事は期限

について猶予する こ と ができ る 。  

 

（ 補助金の額の確定）  

第 13 条 知事は、 前条第１ 項の報告を受けた場合においては、 報告書等の関係書類の審査及び必要

に応じ て現地調査等を行い、 その報告に係る 補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第

10 条に基づく 承認を行った場合は、 その承認後の内容)及びこ れに付し た条件に適合する と 認め

たと き は、 交付すべき 補助金の額を確定し 、 様式第８ の補助金の額の確定通知書によ り 補助事業

者に通知する も のと する 。  

 

（ 補助金の交付）  

第 14 条 補助金は、 補助事業完了後に交付する 。  

 

（ 補助金の請求）  

第 15 条 補助事業者は、 第 13 条の規定によ り 補助金の額の確定通知を受けたと き は、 10 開庁日以

内に様式第９ の請求書を知事に提出し なければなら ない。  

 

（ 交付決定の取消し 等）  

第 16 条 知事は、 補助事業者が次に掲げる 各号のいずれかに該当する と 認めら れる 場合は、 補助金

の交付決定を取り 消すも のと する 。  

（ １ ） 偽り その他不正の手段によ り 補助金の交付の決定を受けた場合 

（ ２ ） 補助金を補助事業以外の用途に使用し た場合 

（ ３ ） 第５ 条に規定する 補助金の交付対象者ではないこ と が判明し た場合 

（ ４ ） 第 10 条に規定する 申請書の提出又は、 第 12 条に規定する 報告書の提出を怠った場合 

２  知事は、 前項の規定によ る 取消し を し たと き は、 期限を定めて、 当該取消し に係る 額の返還を

命ずる も のと する 。 こ の場合において、 補助事業者は、 規則第 18 条の規定の例によ り 加算金及び

遅延利息を県に納付し なければなら ない。  

 

（ 書類の整備）  

第 17 条 補助事業者は、補助事業に係る 経理についてその収支の事実を明確にし た帳簿及び証拠書

類を整備し 、 かつ、 こ れら の書類を補助事業年度の翌年度から 5 年間保存し なければなら ない。  

 

（ 補助事業者の協力義務）  

第 18 条 補助事業者は、 補助事業の改善等のために県が行う 調査に対し 、 誠実に対応し なければな

ら ない。  

 

（ 細目）  

第 19 条 こ の要綱に定める も ののほか、 補助金の交付等に関し 必要な事項は別に定める 。  

 

附則 

こ の要綱は、 令和７ 年 7 月 9 日から 施行する 。  

 

こ の要綱は、 令和８ 年３ 月 26 日から 施行する 。  

 

  



別表１ （ 第４ 条関係）  

 

以下の経費を補助対象と する 。  

補助対象経費 内容 

①出展料 
小間料金、web サイ ト への登録料等、出展条件と し て展示会主催者に

支払う 経費 

②施工費・ 装飾費 
ブース の壁面や床面の工事及び照明やコ ン セント の電気工事等に係

る 経費、 ブース のデザイ ン・ 装飾に係る 経費 

③設備リ ース 料 
ブース で使用する 機器等のリ ース ・ レ ンタ ルに要する 経費 

例： モニタ ー、 ス ピ ーカー、 机、 椅子等 

④電気使用料 ブース での電気使用に係る 経費 

⑤運搬費 展示物の輸送、 搬入・ 搬出に係る 経費 

⑥配布物作成費 
補助事業で使用する パン フ レ ッ ト 、 ノ ベルティ 等の配布物の作成に

係る 経費 

⑦通訳・ 翻訳料 補助事業を実施する ために必要な通訳・ 翻訳に係る 経費 

⑧その他諸経費 

補助事業の実施に必要な経費であって、他のいずれの区分にも 属さ な

いも の。 原則と し て、 当該事業のために使用さ れる こ と が特定・ 確認

でき る も の。  

 

  



別表２ （ 第５ 条関係）  

 

補助金の交付対象者、 補助率及び補助上限額は、 以下のと おり と する 。  

交付対象者 補助率 補助上限額 

米国関税措置の影響を 受けている 又は受ける 見込みがあ る

県内の中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー注１ であって、 県の指定

する セミ ナーを受講し た又は受講する 予定の者 

３ 分の２ 以内 500,000 円 

 

注１ ： 次に掲げる 項目の全てに該当する 者 

（ １ ） 愛知県内に本店又は支店を有する こ と  

（ ２ ） 中小企業者※１ 又は中堅企業者※２ である こ と  

（ ３ ） 自動車サプラ イ ヤー※３ である こ と  

（ ４ ） 米国関税措置※４ の影響を受けている 又は受ける 見込みがある こ と  

 

※１  中小企業者 

中小企業基本法第２ 条第１ 項に規定さ れる 中小企業者 

※２  中堅企業者 

中小企業者を除く 、 常時使用する 従業員の数が 2,000 人以下の企業 

※３  自動車サプラ イ ヤー 

自動車部品の製造・ 加工・ 試作、 自動車部品金型の製作・ 試作を行う 企業等 

※４  米国関税措置 

米国が令和７ 年３ 月 26 日に発表し た、 1962 年通商拡大法 232 条に基づく 、 日本

から の自動車・ 自動車部品の輸入に対する 追加関税 



様式第１  

 

 年 月 日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

 

住 所 

 

(郵便番号) 

(本社所在地) 

名 称 

 

(企業等名) 

(代表者の役職・ 氏名) 

連絡担当者 (職名及び氏名) 

電 話 番 号  

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付申請書 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金の交付を受けたいので、 下記の内容を中小・

中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱第７ 条第１ 項の規定に基づき 、 申請し ま す。  

記 

１  補助事業の名称 

 

 

２  補助事業の目的及び内容 

別紙 補助事業説明書のと おり  

 

３  補助対象経費、 補助率及び補助金交付申請額 

A.補助対象経費 補助率 B.補助金交付申請額 

円  ２ ／３  円  

※「 A.補助対象経費」 は、 消費税を除いた金額を記載し てく ださ い。  

※「 B.補助金交付申請額」 は、「 A.補助対象経費」 に補助率（ ２ ／３ ） を乗じ 、 千円未満を切り 捨てた

金額を記載し てく ださ い。「 A.補助対象経費」 に補助率（ ２ ／３ ） を乗じ 、 千円未満を切り 捨てた金

額が補助上限額（ 500,000 円） を上回る 場合は、 500,000 円と 記載し てく ださ い。  

 

４  申請者の概要 

主たる 業種  

自動車関連事業の内容  

資本金の額 円  

従業員数 人  

直近 2 年間の売上高 

（ う ち自動車関連の売上高）  

直近期末 1 年前 

円  

（        円）  

円  

（        円）  

自動車関連の売上高の割合 ％ ％ 



米国関税の影響の内容 

（ 今後の見込を含む）  
 

※「 主たる 業種」 は、 日本標準産業分類の中分類から 該当する 業種を記載し てく ださ い。  

※「 資本金の額」 は、 登記簿(履歴事項全部証明書)に記載さ れている 額を記載し てく ださ い。  

※「 従業員数」 は、 常時雇用し ている 従業員(事業主、 役員、 パート ・ アルバイ ト を除く 。 )数を記載

し てく ださ い 

 

５  誓約事項等 

☐ 補助金の交付にあたり 、 県の指定する セミ ナー※を受講する こ と を誓約し ま す。  

  ※本補助金の申請者向けのセミ ナーを６ ～10 月に２ 回開催する 予定です。 補助金の交付には、 セミ ナー

の受講が必須と なり ま す（ ２ 回のう ち１ 回の受講で可）。 詳細は今後公表する と と も に、 申請者向けに

通知いたし ま す。  

 

☐ 愛知県暴力団排除条例（ 平成 22 年 10 月 15 日愛知県条例第 34 号） に規定する 暴力団員又は

暴力団若し く は暴力団と 密接な関係を有する 者でないこ と を誓約し ま す。  

 

☐ 補助金交付要綱及び補助金公募要領を全て確認し 、 内容について了承し ていま す。  

 

 

 

６  補助金受入口座名 

銀行名 店名 種別 口座番号 口座名義人（ カナ）  

  
普通 

当座 
  

 

  



別紙（ 様式第１ 関係）  

 

補 助 事 業 説 明 書 

 

１  補助事業において出展する 展示会 

名 称  

会 場  

会 期  

その他 
以下に該当する こ と を確認の上にチェ ッ ク を入れてく ださ い。  

☐ 事業者と の商談を開催趣旨と する 展示会 

 

２  事業に要する 経費 

番号 区分 
補助対象経費 

(税抜き ) 
内容 

① 出展料 円  

② 施工費・ 装飾費 円  

③ 設備リ ース 料 円  

④ 電気使用料 円  

⑤ 運搬費 円  

⑥ 配布物作成費 円  

⑦ 通訳・ 翻訳料 円  

⑧ その他諸経費 円  

A.補助対象経費の合計 円  

   

B.補助金交付申請額 円  

※同一年度内に国（ 独立行政法人を含む。） 又は地方自治体の他の補助金等の交付を受けた経費及び交

付を受ける 予定の経費については、 その補助金等の額を控除し た額を 補助対象経費と する こ と 。  

※「 B.補助金交付申請額」 は、「 A.補助対象経費の合計」 に補助率（ ２ ／３ ） を乗じ 、 千円未満を切り

捨てた金額を記載し てく ださ い。「 A.補助対象経費の合計」 に補助率（ ２ ／３ ） を乗じ 、 千円未満を

切り 捨てた金額が補助上限額（ 500,000 円） を 上回る 場合は、 500,000 円と 記載し てく ださ い。  

 

３  出展の内容、 求める 成果 

 

 

 

４  その他特記事項 

 

  



様式第２  

 

 年 月 日 

 

愛 知 県 知 事 殿  

住 所 

 

(郵便番号) 

(本社所在地) 

名 称 

 

(企業等名) 

(代表者の役職・ 氏名) 

連絡担当者 (職名及び氏名) 

電 話 番 号  

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金事前着手届出書 

 

 年 月 日付けの申請については、 中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要

綱第７ 条第２ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 届出し ま す。  

なお、 本件について交付決定がなさ れなかった場合、 異議は申し 立てま せん。  

記 

１  事前着手する 事業の内容 

 

 

 

 

 

２  事前着手の理由 

 

 

 

 

 

３  着手年月日 

 年 月 日 

 

 

 

 

 

  



様式第３  

 

 次モ第  -  号 

  年  月  日 

 

          様 

 

愛 知 県 知 事 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金の交付決定について（ 通知）  

 

 年 月 日付けの申請については、 中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要

綱第８ 条第 1 項の規定によ って、 下記のと おり 決定し ま す。  

記 

１  事業の名称 

 

 

２  交付決定額 

金          円 

 

３  補助条件 

（ １ ）  補助金の交付対象と なる 事業及びその内容並びに補助事業に要する 経費の配分及び配分さ

れた経費に対する 補助金の額の区分は、  年 月 日付けで申請のあった中小・ 中堅自動車

サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付申請書に記載のと おり と する 。  

（ ２ ）  補助事業者は、 愛知県補助金等交付規則（ 昭和 55 年愛知県規則第８ 号） 及び中小・ 中堅

自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱の規定を遵守し なければなら ない。  

（ ３ ）  （ その他特記事項）  

 

※実際に補助金と し て支払う 金額は、 実績報告書に基づき 確定する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第４  

 

 年 月 日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

 

住 所 

 

(郵便番号) 

(本社所在地) 

名 称 

 

(企業等名) 

(代表者の役職・ 氏名) 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付申請取下げ届出書 

 

 年 月 日付けの申請については、 中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要

綱第９ 条の規定に基づき 、 申請を取下げま す。  

 

 

 

 

 

  



様式第５  

 

 年 月 日 

 

 

愛 知 県 知 事 殿 

 

住 所 

 

(郵便番号) 

(本社所在地) 

名 称 

 

(企業等名) 

(代表者の役職・ 氏名) 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金 

補助事業（ 変更、 中止又は廃止） 承認申請書 

事業の名称（                                  ）  

 

 年 月 日付け 次モ第  -  号で交付決定通知があった上記補助事業を下記のと おり

（ 変更、 中止又は廃止） し たいので、 中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱

第 10 条の規定に基づき 、 承認を申請し ま す。  

記 

１  変更、 中止又は廃止の理由 

 

 

 

 

 

２  変更の内容 

変更前 変更後 

  

 

 

 

 

 

※変更、 中止又は廃止の理由及び変更の内容は、 でき る だけ詳細に記入する こ と 。  

※経費の配分を変更する 場合は、 変更前後の比較表を添付する こ と 。  

  



様式第６  

 

 年 月 日 

愛 知 県 知 事 殿 

住 所 

 

(郵便番号) 

(本社所在地) 

名 称 

 

(企業等名) 

(代表者の役職・ 氏名) 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金状況報告書 

事業の名称（                                  ）  

 

 年 月 日付け 次モ第  -  号で交付決定通知があ っ た上記補助事業の遂行状況を 中

小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱第11条の規定によ り 、 次のと おり 報告し

ま す。  

記 

１  遂行状況 

 

 

 

 

 

２  収支状況 

 

 

 

 

 

３  ス ケジュ ール 

 

 

 

 

 

  



様式第７  

 

 年 月 日 

愛 知 県 知 事 殿 

住 所 

 

(郵便番号) 

(本社所在地) 

名 称 

 

(企業等名) 

(代表者の役職・ 氏名) 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金実績報告書 

 

 年 月 日付け 次モ第  -  号で交付決定を受けた補助金について、 下記のと おり 補助

事業が完了し ま し たので、 中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱第 12 条の

規定に基づき 、 関係書類を添えて報告し ま す。  

記 

１  補助金の額 

区分 金額（ 税抜き ）  備考 

A 交付決定額 円  

B 実績報告額 円  

C 差引額（ A－B）  円  

※「 B 実績報告額」 が「 A 交付決定額」 を上回る 場合であっても 、 交付の上限額は「 A 交付決定

額」 と なり ま す。  

 

２  補助事業の着手日及び完了日 

着手日  

完了日  

 

３  添付書類 

・ 別紙「 補助事業報告書」  

・ その他知事が必要と 認める 書類 

  



別紙（ 様式第７ 関係）  

補 助 事 業 報 告 書 

 

１  補助事業の実施結果 

 

（ １ ） 事業の名称 

 

 

 

（ ２ ） 出展し た展示会 

名 称  

会 場  

会 期  

 

（ ３ ） 出展の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ４ ） 出展の成果・ 今後の展開等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２  実績報告額内訳 

番号 区分 
補助対象経費 

(税抜き ) 
内容 

① 出展料 円  

② 施工費・ 装飾費 円  

③ 設備リ ース 料 円  

④ 電気使用料 円  

⑤ 運搬費 円  

⑥ 配布物作成費 円  

⑦ 通訳・ 翻訳料 円  

⑧ その他諸経費 円  

補助対象経費の合計 円  

   

実績報告額 円  

※同一年度内に国（ 独立行政法人を含む。） 又は地方自治体の他の補助金等の交付を受けた経費及び交

付を受ける 予定の経費については、 その補助金等の額を控除し た額を 補助対象経費と する こ と 。  

※「 実績報告額」 は、「 補助対象経費の合計」 に補助率（ ２ ／３ ） を乗じ 、 千円未満を切り 捨てた金額

を記載し てく ださ い。「 補助対象経費の合計」 に補助率（ ２ ／３ ） を乗じ 、 千円未満を切り 捨てた金

額が補助上限額（ 500,000 円） を上回る 場合は、 500,000 円と 記載し てく ださ い。  

 

  



様式第８  

 

 次モ第  -  号 

  年  月  日 

 

          様 

 

愛 知 県 知 事 

 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金の額の確定通知書 

 

 年 月 日付け 次モ第  -  号で交付決定し た補助金については、 下記のと おり 額を確

定し 、 中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱第 13 条の規定に基づき 、 通知

し ま す。  

記 

１  既交付決定額     円 

 

２  補助金の額の確定額     円 

 

 

  



様式第９  

 

 年 月 日 

愛 知 県 知 事 殿 

住 所 

 

(郵便番号) 

(本社所在地) 

名 称 

 

(企業等名) 

(代表者の役職・ 氏名) 

 

中小・ 中堅自動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金請求書 

 

 年 月 日付け 次モ第  -  号で額の確定通知があった補助金について、 中小・ 中堅自

動車サプラ イ ヤー販路開拓支援補助金交付要綱第 15 条の規定に基づき 、 下記のと おり 請求し ま

す。  

記 

１  金     円也 

 

２  補助金受入口座名 

銀行名 店名 種別 口座番号 口座名義人（ カナ）  

  
普通 

当座 
  

※様式１ に記入し た内容から 変更が無い場合も 記入し てく ださ い。  

 

 


